
どれくらいの補助が受けられるのですか？ 

ウィッグ，乳房補整具それぞれ購入経費の 1／２，最大２万円までの補助になります。 

例：2万円で購入した場合  → 1万円の補助 

    10万円で購入した場合 → 2万円の補助 

 

昨年も補助をもらいましたが、新しいウィッグ（乳房補整具）を購入 

した場合、再び補助してもらえるのでしょうか？ 

申し訳ございませんが、年度にかかわらず、申請はそれぞれ（ウィッグ・乳房補整具） 

おひとり 1回限りとなります。 

 

補助上限額（２万円）の範囲内であれば、購入される個数は問いません。 

それぞれ複数購入されたものの合計で申請してください。 

※領収書（原本）は交付決定通知書とともに返却します。 

 

申請日時点から過去１年以内に購入（レンタル）したものが対象になります。 

※領収書など購入したものの内容や金額が分かる書類により確認させていただきます。 

 

  

医師の治療内容に関する説明書や診断書、診療計画書、治療明細書、お薬手帳など、がんの治療を受

けていることがわかる書類の写しを提出してください。 

 

茨城県民であることを確認する必要がありますので、マイナンバーの記入のない 

住民票（３か月以内のもの）をご準備ください。 

 

申請期限は、ウィッグが購入またはレンタルから１年以内、乳房補整具が術後１年以内となります。

県の予算範囲内での交付となりますので、対象の方であっても補助ができない場合があります。 

なお、申請から補助金交付までは、２ヶ月から３ヶ月程度かかります。 

 

●お問い合わせ・申請窓口 

 

 

（公社）茨城県看護協会 

「いばらき みんなのがん相談室」 
〒310-0034 茨城県水戸市緑町 3-5-35（茨城県保健衛生会館内） 

☎029-222-1219 📧 ibagan@ina.or.jp 
受付時間 月曜～金曜 9：00～16：00 

（※土日祝日，8/13～15，12/29～1/3 を除く） 

“聴く”事をイメージした

相談室のキャラクター 

「きくちゃん」 

がんに関する様々な 

不安や悩みの相談にも 

対応しています。 

 

mailto:ibagan@ina.or.jp

